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国
会
議
員
の
兼
職
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
付
農
林
水
産
省
農
林
振
興
局
長
名
「
土
地
改
良
区
等
に
お
け
る
政
治
的
中
立
性
の
確
保
に
つ

い
て
」
に
関
し
て

�

土
地
改
良
区
等
の
制
度
は
従
来
か
ら
存
在
す
る
も
の
だ
が
、
今
回
、
こ
の
よ
う
な
文
書
を
発
出
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

�

本
文
書
は
、
農
林
振
興
局
長
の
判
断
に
基
づ
き
発
出
さ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
閣
僚
等
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
発
出

さ
れ
た
の
か
。

�

土
地
改
良
区
等
が
、
「
制
度
を
公
正
・
公
平
に
、
透
明
性
を
保
っ
て
運
用
す
る
こ
と
」
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
役
員
等

に
「
議
員
等
が
兼
職
に
よ
り
就
任
す
る
な
ど
」
の
場
合
に
、
こ
れ
に
対
す
る
「
疑
念
を
持
た
れ
る
」
と
考
え
る
根
拠
は
何

か
。

�

「
議
員
等
が
兼
職
に
よ
り
就
任
す
る
な
ど
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
を
含
む
の
か
。
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
る
の

か
。

�

役
員
等
が
、
他
の
組
織
の
役
職
と
の
兼
務
で
あ
る
場
合
、
当
該
組
織
の
影
響
を
受
け
、
「
公
正
・
公
平
に
、
透
明
性
を

保
っ
て
運
用
す
る
こ
と
」
が
阻
害
さ
れ
る
と
の
疑
念
を
持
た
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
民
間
企
業

一



の
役
職
と
の
兼
務
の
場
合
は
ど
う
考
え
る
の
か
。
当
該
民
間
企
業
と
い
う
「
特
定
の
組
織
」
の
影
響
を
受
け
、
「
公
正
・

公
平
に
、
透
明
性
を
保
っ
て
運
用
す
る
こ
と
」
が
阻
害
さ
れ
る
と
の
疑
念
を
持
た
れ
る
こ
と
に
な
る
か
。

�

本
文
書
は
、
役
員
等
に
「
議
員
等
が
兼
職
に
よ
り
就
任
す
る
場
合
」
を
認
め
な
い
と
の
趣
旨
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
れ

ば
、
憲
法
上
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
根
拠
は
何
か
。

ま
た
、
議
員
等
が
兼
職
に
よ
り
就
任
し
た
場
合
、
農
林
水
産
省
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
の
か
。

二

公
益
法
人
の
理
事
等
の
役
職
を
、
国
会
議
員
が
兼
職
す
る
こ
と
に
つ
い
て

�

社
団
法
人
競
走
馬
育
成
協
会
の
会
長
は
、
同
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
小
沢
一
郎
氏
と
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実

か
。

�

社
団
法
人
競
走
馬
育
成
協
会
は
、
業
務
運
営
に
あ
た
っ
て
、
民
主
党
の
影
響
を
受
け
、
公
益
目
的
を
公
正
・
公
平
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
疑
念
を
持
た
れ
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


